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芹
沢
公
園
の
利
用
者
か
ら
「
本

年
３
月
９
日
、
大
雨
で
芹
沢
公
園

内
の
水
路
が
泥
と
落
ち
葉
で
埋
ま

っ
て
い
た
。
鉄
砲
水
が
流
れ
た
よ

う
に
湿
性
植
物
園
付
近
ま
で
一
気

に
大
雨
が
流
れ
た
よ
う
だ
。」と
の

話
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
芹

沢
公
園
内
の
排
水
施
設
の
現
状
に

つ
い
て
お
示
し
く
だ
さ
い
。

　

芹
沢
公
園
の
排
水
施
設
の
一
つ

と
し
て
、
地
下
の
浸
透
貯
留
槽
を

提
案
し
ま
す
。
こ
れ
は
、
掘
削
し

て
、
遮
水
ま
た
は
透
水
シ
ー
ト
を

敷
き
、
貯
留
材
ユ
ニ
ッ
ト
を
組
み

立
て
、
平
板
を
設
置
し
、
上
部
シ

ー
ト
を
敷
設
し
た
ら
埋
め
戻
し
て

転
圧
す
る
も
の
で
す
。
地
上
は
公

園
や
駐
車
場
と
し
て
利
用
で
き
ま

す
。
掘
削
量
を
低
減
で
き
、
雨
水

を
効
率
よ
く
貯
留
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
が
、
見
解
を
伺
い
ま
す
。

　

都
市
部
長　

排
水
施
設
の
現
状

は
、
北
側
の
排
水
上
流
部
分
は
芝

張
り
側
溝
や
暗
渠
管
を
配
置
し
、

公
園
中
央
付
近
の
第
２
水
源
ポ
ン

プ
所
か
ら
芹
沢
川
ま
で
の
南
側
の

排
水
下
流
部
分
に
は
園
路
か
ら
外

れ
た
位
置
に
深
さ　

セ
ン
チ
メ
ー

８０

ト
ル
、
横
幅
１
９
０
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
の
ふ
た
を
か
け
た
水
路
が
約

３
８
０
メ
ー
ト
ル
布
設
さ
れ
て
い

ま
す
。
近
年
の
豪
雨
を
考
慮
す
る

と
芹
沢
公
園
全
体
の
雨
水
対
策
を

見
直
す
こ
と
も
必
要
と
考
え
ま
す
。

浸
透
貯
留
槽
の
必
要
性
に
つ
い
て

は
、
芹
沢
公
園
再
整
備
計
画
を
策

定
し
て
い
く
中
で
研
究
を
進
め
て

い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

災
害
廃
棄
物
は
、
廃
棄
物
の
処

理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
に
よ

り
一
般
廃
棄
物
に
区
分
さ
れ
る
こ

と
か
ら
、
基
本
的
に
市
町
村
が
処

理
の
責
任
を
担
い
ま
す
。
東
日
本

大
震
災
以
降
、
巨
大
地
震
や
水
害

に
伴
い
発
生
す
る
膨
大
な
量
の
災

害
廃
棄
物
を
処
理
・
処
分
す
る
こ

と
は
、
被
災
し
た
自
治
体
に
と
っ

て
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

災
害
廃
棄
物
処
理
計
画
の
策
定

は
、
大
規
模
地
震
や
異
常
気
象
に

よ
る
大
雨
、
川
の
氾
濫
に
伴
う
水

害
に
よ
り
発
生
し
た
大
量
の
廃
棄

物
処
理
に
際
し
、
迅
速
か
つ
適
正

に
処
理
及
び
再
資
源
化
の
推
進
を

図
る
た
め
、
ま
た
、
市
民
の
生
活

環
境
を
保
全
し
、速
や
か
に
復
旧
・

復
興
を
目
指
す
上
で
も
重
要
で
す
。

現
在
策
定
中
の
災
害
廃
棄
物
処
理

計
画
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
考

え
を
持
ち
策
定
を
目
指
し
て
い
る

の
か
、
お
示
し
く
だ
さ
い
。

　

環
境
経
済
部
長　

座
間
市
地
域

防
災
計
画
に
お
い
て
、
災
害
廃
棄

物
の
処
理
・
処
分
計
画
の
策
定
が

定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
今

年
度
、
県
災
害
廃
棄
物
処
理
計
画

に
基
づ
き
開
催
さ
れ
た
県
主
催
の

計
画
策
定
セ
ミ
ナ
ー
に
本
市
も
参

加
し
、
他
市
と
情
報
を
共
有
し
な

が
ら
座
間
市
災
害
廃
棄
物
処
理
計

画
の
策
定
に
努
め
て
い
ま
す
。
策

定
に
当
た
っ
て
は
、
座
間
市
地
域

防
災
計
画
と
の
整
合
を
図
り
、
発

災
時
に
は
迅
速
な
処
理
が
可
能
と

な
る
よ
う
平
時
の
備
え
を
重
点
に

計
画
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

市
街
化
調
整
区
域
の
下
水
道
整

備
に
つ
い
て
、
座
間
市
下
水
道
中

期
ビ
ジ
ョ
ン
に
は
平
成　

年
か
ら

３４

下
水
道
汚
水
管
の
整
備
を
開
始
す

る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

平
成　

年
に
事
業
認
可
を
取
り
、

３３

　

年
間
で
の
整
備
完
了
を
予
定
し
、

１０総
事
業
費
は
約　

億
円
を
見
込
ん

１８

で
い
る
と
の
こ
と
で
す
が
、
財
源

確
保
に
つ
い
て
の
所
見
を
伺
い
ま

す
。
ま
た
、
市
街
化
区
域
の
下
水

道
汚
水
管
整
備
の
受
益
者
負
担
に

つ
い
て
は
、
都
市
計
画
税
と
の
二

重
課
税
と
考
え
ら
れ
る
と
の
議
論

も
あ
り
、
県
内
で
は
本
市
と
３
町

が
導
入
し
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
市

街
化
調
整
区
域
の
下
水
道
汚
水
管

整
備
に
お
け
る
受
益
者
負
担
へ
の

考
え
を
伺
い
ま
す
。

　

ま
た
、
市
街
化
調
整
区
域
の
合

併
浄
化
槽
の
整
備
件
数
に
つ
い
て

お
示
し
く
だ
さ
い
。

　

公
営
企
業
管
理
者　

市
街
化
調

整
区
域
の
下
水
道
汚
水
管
整
備
の

財
源
は
主
に
起
債
と
し
、
ま
た
、

県
と
交
付
金
に
つ
い
て
協
議
し
て

い
ま
す
。
市
街
化
調
整
区
域
の
住

民
の
方
に
ご
負
担
を
い
た
だ
く
こ

と
は
、
や
む
を
得
な
い
も
の
と
考

え
て
い
ま
す
が
、
負
担
額
等
は
既

に
市
街
化
調
整
区
域
の
整
備
事
業

を
し
て
い
る
他
市
町
村
の
動
向
を

参
考
に
し
、
具
体
的
な
方
法
を
考

え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

上
下
水
道
局
長　

市
街
化
調
整

区
域
に
お
け
る
合
併
浄
化
槽
は
、

平
成　

年
度
調
査
時
点
で
２
７
３

２８

件
で
す
。

　

私
道
の
共
有
者
の
所
在
不
明
は

全
国
的
に
も
問
題
と
な
っ
て
お
り
、

法
務
省
は
平
成　

年
２
月
１
日
、

３０

複
数
人
が
共
有
す
る
私
道
に
つ
い

て
、
全
員
の
同
意
が
な
く
て
も
補

修
工
事
な
ど
が
で
き
る
よ
う
に
、

必
要
な
同
意
の
範
囲
に
つ
い
て
の

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
公
表
し
ま
し
た
。

こ
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
は
、
老
朽

舗
装
や
ご
み
集
積
場
、
下
水
管
な

ど
事
例
別
に
工
事
の
概
要
な
ど
が

記
さ
れ
、
ケ
ー
ス
ス
タ
デ
ィ
ー
を

通
じ
て
工
事
の
可
否
を
判
断
す
る

指
針
を
示
し
て
い
ま
す
。
今
回
こ

の
よ
う
な
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
が
発
表

さ
れ
た
こ
と
は
本
市
と
し
て
も
契

機
に
な
る
と
思
い
ま
す
が
、
こ
の

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
ど
の
よ
う
に
捉

え
て
い
く
の
か
、
ま
た
、
今
後
、

私
道
の
整
備
に
ど
の
よ
う
に
取
り

組
ん
で
い
く
の
か
、
方
向
性
を
お

示
し
く
だ
さ
い
。

　

都
市
部
長　

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に

は
、
現
在
、
関
係
職
員
が
抱
え
る

問
題
の
解
決
を
図
る
事
例
等
が
掲

載
さ
れ
て
い
ま
す
。
内
容
を
よ
く

研
究
し
、
私
道
整
備
の
要
望
者
の

負
担
が
軽
減
さ
れ
る
も
の
で
、
座

間
市
私
道
整
備
等
に
関
す
る
要
綱

の
要
件
を
緩
和
で
き
る
も
の
が
あ

れ
ば
、
改
定
し
て
い
き
た
い
と
考

え
て
い
ま
す
。
要
綱
の
「
私
道
の

所
有
者
及
び
私
道
に
接
す
る
家
屋

の
居
住
者
総
意
に
よ
る
整
備
等
の

要
望
が
あ
る
こ
と
」
の
条
文
か
ら

「
総
意
」
を
な
く
し
て
い
く
こ
と

が
で
き
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ

と
か
ら
考
え
て
い
き
ま
す
。

　

避
難
所
は
、
そ
の
地
域
の
情
報

を
収
集
し
発
信
す
る
こ
と
も
重
要

で
す
。
近
隣
の
危
険
箇
所
の
情
報

を
地
図
に
記
入
し
、
提
示
で
き
る

よ
う
に
事
前
に
用
意
す
べ
き
と
考

え
ま
す
が
、
見
解
を
伺
い
ま
す
。

ま
た
、避
難
所
開
設
担
当
職
員
は
、

防
災
倉
庫
の
位
置
、
備
品
の
種
類

や
数
、
機
材
の
取
り
扱
い
方
を
把

握
し
て
お
く
べ
き
で
す
が
、
職
員

の
避
難
所
開
設
訓
練
の
計
画
と
実

施
状
況
を
伺
い
ま
す
。
そ
し
て
、

避
難
所
ご
と
の
備
品
一
覧
、
配
置

図
を
誰
で
も
わ
か
る
場
所
に
準
備

し
て
お
く
こ
と
も
必
要
と
考
え
ま

す
が
、当
局
の
見
解
を
伺
い
ま
す
。

　

市
長
室
長　

地
図
の
事
前
準
備

に
つ
い
て
は
、
市
の
防
災
マ
ッ
プ

な
ど
を
活
用
し
、
危
険
箇
所
等
の

情
報
を
提
供
で
き
る
よ
う
努
め
て

い
き
ま
す
。
ま
た
、
座
間
市
避
難

所
運
営
マ
ニ
ュ
ア
ル
（
標
準
型
）

の
見
直
し
に
あ
わ
せ
て
、
地
図
な

ど
を
活
用
し
た
情
報
提
供
に
つ
い

て
記
載
す
る
よ
う
修
正
し
て
い
き

ま
す
。
本
市
で
は
、
地
域
防
災
と

一
体
化
し
た
避
難
所
運
営
を
目
指

し
て
お
り
、避
難
所
開
設
訓
練
は
、

避
難
所
運
営
委
員
会
が
組
織
で
き

た
と
こ
ろ
を
優
先
し
て
実
施
し
て

き
ま
し
た
。平
成　

年
度
か
ら
は
、

３０

訓
練
未
実
施
の
避
難
所
開
設
担
当

者
を
対
象
に
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
訓

練
を
行
う
予
定
で
す
。
避
難
所
ご

と
の
備
品
一
覧
、
配
置
図
は
、
各

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
管
理
運

営
委
員
会
等
と
調
整
し
、
準
備
を

依
頼
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

守
谷　

浩
一 
議
員
《
日
本
共
産
党
》

芹
沢
公
園
の
雨
水
対
策
と
し
て

地
下
の
浸
透
貯
留
槽
設
置
を

　

竹
田　

陽
介 
議
員
《
自
民
党
・
い
さ
ま
》

災
害
廃
棄
物
処
理
計
画

迅
速
処
理
可
能
な
平
時
の
備
え
に
重
点

　

佐
藤　

弥
斗 
議
員
《
ざ
ま
明
進
会
》

市
街
化
調
整
区
域
の

下
水
道
整
備
の
基
本
方
針
は
？

内
藤　

幸
男 
議
員
《
自
民
党
・
い
さ
ま
》

共
有
私
道
の
整
備
一
歩
前
進
！

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
発
表
が
契
機
に

　

加
藤　

学 
議
員
《
公
明
党
》

避
難
所
運
営
に
つ
い
て
問
う

議
会
報
告
会
は
中
止
し
ま
し
た

　

８
月
８
日
（
水
）
に
サ
ニ
ー
プ

レ
イ
ス
座
間
で
予
定
し
て
い
た
議

会
報
告
会
は
、
台
風
接
近
の
影
響

に
よ
り
中
止
し
ま
し
た
。

議会を傍聴してみませんか

11月22日（木）議会運営委員会

 29日（木）本会議（開会・提案説明・総括質疑）

　　　　　　　　予算決算常任委員会（本会議終了後）

12月    6    日（木）本会議（一般質問）

     7    日（金）本会議（一般質問）

 10日（月）本会議（一般質問）

 11日（火）予算決算常任委員会企画総務分科会・企画総務常任委員会

 12日（水）予算決算常任委員会民生教育分科会・民生教育常任委員会

 13日（木）予算決算常任委員会都市環境分科会・都市環境常任委員会

 17日（月）予算決算常任委員会

　　　　　　　　基地政策特別委員会（午後1時～）

 19日（水）議会運営委員会

 21日（金）本会議（討論・採決・閉会）

　　　　※会議は、午前9時に開会する予定です。

●●平平成成３３００年年第第44回回定定例例会会のの開開催催予予定定●●

※　

請
願
・
陳
情
は
い
つ
で
も
受

け
付
け
て
い
ま
す
。
提
出
さ
れ

た
請
願
・
陳
情
は
３
月
、６
月
、

９
月
、　

月
の
年
４
回
開
催
さ

１２

れ
る
定
例
会
に
お
い
て
審
査
さ

れ
ま
す
。

　
　

な
お
、
定
例
会
ご
と
の
締
め

切
り
日
は
、
議
会
事
務
局
に
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
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　市議会で開催される会議（本会議・委員会）は、傍聴す
ることができます。
　本会議の傍聴は、市役所７階の議場入口正面で受け付け
しています（各委員会の傍聴は、６階の議会事務局にお申
し出ください）。
　受付で住所・氏名のご記入をお願いします。


